
(被相続人)

－

＜貯金事務センター使用欄＞

通常貯金記号番
号

　(特定口座を開設している場合のみ）
　証券記号番号を特定口座開設者死亡届出書に記入　　　　　 　  □済
　大和証券株式会社あてに特定口座開設者死亡届出書を送付　　□済
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　　　□　　相続人　　　　　□　　遺言執行者　　　　　□　　遺産整理受任者　　　　　□　　相続財産管理人

　　　□　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お届出日

相
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人

（
受
遺
者

）

お
と
こ
ろ

当該欄は、相続人（受遺者）以外の方がご提出いただく場合のみ、ご記入ください。
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投資一任 相続手続請求書

　下記の被相続人は死亡し、私（相続人）がゆうちょファンドラップに関する権利を相続すること
になりましたので、ゆうちょファンドラップ投資一任契約書第20条第3項に基づき、ゆうちょファン
ドラップサービスの契約の終了事由を下記のとおり届け出ます。また、被相続人が大和証券株
式会社で特定口座を開設していた場合には、租税特別措置法施行令第25条の10の８に基づ
き、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者である大和証券株式会社に「特定口座
開設者死亡届出書」を株式会社ゆうちょ銀行を通じて提出することに同意します。
　下記書面の記載内容についても相違はありません。万が一、私ども以外の者から権利を主張
されるなど、本件に関して後日どのような紛議が生じた場合においても、私（共）が連帯して責
任を負い、大和証券株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行に対しては一切迷惑・損害をおかけい
たしません。

大和証券株式会社　御中
株式会社ゆうちょ銀行　御中

年 月

お客さま受付番号書類記号：投一－２


